
砺波市告示第３５１号 

 

　砺波市地域クラブ運営補助金交付要綱を次のように定める。 

 

　　令和６年４月１日 

 

砺波市長　夏　野　　修 

 

　　　砺波市地域クラブ運営補助金交付要綱 

 

　（趣旨） 

第１条　この要綱は、砺波市補助金等交付規則（平成１６年砺波市規則第３１号）第

２６条の規定に基づき、砺波市地域クラブ運営補助金（以下「補助金」という。）の

交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

　（補助金の交付） 

第２条　市長は、学校部活動の地域移行に伴い、中学生に対してスポーツ、文化芸術等

の活動の場を提供する団体（市から登録承認を受けたものに限る。以下「地域クラ

ブ」という。）が持続可能で多様な活動を行うことができるよう、予算の範囲内にお

いて、補助金を交付するものとする。 

　（補助対象者） 

第３条　補助金の交付を受けることができる者は、地域クラブとする。 

　（補助対象経費） 

第４条　補助の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、次に掲げるものとす

る。 

(１)　地域クラブとしてスポーツ団体、文化団体等への登録等に係る費用 

(２)　地域クラブとしての活動における傷害保険等の加入に係る費用 

(３)　地域クラブに所属する者及び当該クラブの指導者（市から登録承認を受けた者

に限る。）の移動または宿泊等に係る費用 

(４)　地域クラブが保有する用具類等の移動に係る費用 

(５)　地域クラブの活動において必要となる用具類等の購入に係る費用 

(６)　その他市長が必要と認める費用 

　（補助金の額） 

第５条　補助金の額は、前条の対象経費を合算した額の２分の１以内の額とし、５万円

を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨

てるものとする。 

　（補助金の交付申請） 



第６条　補助金の交付を受けようとする地域クラブ（以下「申請者」という。）は、砺

波市地域クラブ運営補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出するものとする。 

(１)　事業計画書 

(２)　収支予算書 

(３)　役員及びクラブ員名簿 

(４)　その他市長が必要と認める書類 

　（交付の決定及び通知） 

第７条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金の交付を決定し、砺波市地域クラブ運営補助金交付決定通知書

（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

　(概算払請求) 

第８条　前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)

は、補助金の全部又は一部を概算払により交付を受けようとするときは、砺波市地域

クラブ運営補助金交付請求書（様式第３号）に必要書類を添えて市長に提出するもの

とする。 

　（実績報告） 

第９条　補助事業者は、事業が完了したときは、砺波市地域クラブ運営補助金実績報告

書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。 

(１)　事業実績書 

(２)　収支決算書 

(３)　その他市長が必要と認める書類 

　（補助金の額の確定） 

第１０条　市長は、前条の規定により提出された実績報告書について、その内容を審査

し、適当と認めたときは、砺波市地域クラブ運営補助金額確定通知書（様式第５号）

により、補助事業者に額の確定を通知するものとする。 

　（補助金の請求） 

第１１条　前条の規定による通知を受けた補助事業者は、砺波市地域クラブ運営補助金

交付請求書（様式第３号）に必要書類を添えて、速やかに市長に提出するものとす

る。 

　（その他） 

第１２条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に

定める。 

 

　　　附　則 

　この告示は、公表の日から施行する。


